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財 政 課

令 和 ８ 年 度 ６ 月 補 正 予 算

に 関 す る 説 明 資 料

（ 議 案 第 １ ２ ９ 号 ）
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(単位：千円)

増 減 額

農林水産業費負担金 14,369 （ 973,663 → 988,032 ）

土木費負担金 7,500 （ 335,135 → 342,635 ）

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 地方創生推進交付金 △ 310,708 （ 1,565,232 → 1,254,524 ）

2,800,698 （ 1,726,048 → 4,526,746 ）地方大学・地域産業創生交付金 △ 129,719 （ 129,719 → 0 ）

過年災害復旧事業費 667,000 （ 3,446,879 → 4,113,879 ）

産地競争力強化対策費 275,268 （ 0 → 275,268 ）

農地利用効率化等支援交付金 250,795 （ 168,674 → 419,469 ）

医療施設等持続化支援事業費 223,968 （ 0 → 223,968 ）

スポーツ振興事業費 23,000 （ 5,100 → 28,100 ）文化振興事業費 △ 350 （ 16,750 → 16,400 ）

地域活性化対策基金繰入金 △ 608,137 （ 4,000,000 → 3,391,863 ）

財政調整基金繰入金 △ 581,969 （ 8,485,000 → 7,903,031 ）

森林環境譲与税基金繰入金 △ 22,508 （ 198,729 → 176,221 ）

12 繰 入 金 △ 1,212,614

10 財 産 収 入

11 寄 附 金 22,650

8 使用料及び手数料

9 国 庫 支 出 金 4,588,088

6
交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金

7 分担金及び負担金 21,869

4 地 方 特 例 交 付 金

5 地 方 交 付 税

2 地方消費税清算金

3 地 方 譲 与 税

令 和 ８ 年 度 ６ 月 補 正 予 算    主 要 な 歳 入 増 減 調 書

区　　　　分 増　　　　額　　　　内　　　　訳 減　　　　額　　　　内　　　　訳

1 県 税
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増 減 額区　　　　分 増　　　　額　　　　内　　　　訳 減　　　　額　　　　内　　　　訳

野菜・畑作・きのこ振興対策事業 449 （ 0 → 449 ）地域ＤＸ推進事業 △ 300 （ 300 → 0 ）

過年発生土木災害復旧事業費 299,700 （ 1,704,300 → 2,004,000 ）

災害関連事業費 198,000 （ 0 → 198,000 ） 　

国直轄道路事業負担金 169,800 （ 3,804,000 → 3,973,800 ）

県有体育施設災害復旧事業費 158,000 （ 0 → 158,000 ）

重要港湾改修事業費 45,900 （ 406,900 → 452,800 ）

15 県 債 999,600

合　　　計 4,419,830 604,145,000　→　608,564,830

14 諸 収 入 237

13 繰 越 金
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(単位：千円)

増 減 額 減　　　　額　　　　内　　　　訳

こどものスポーツ機会拡大事業 23,000 （ 0 → 23,000 ）秋田県ブランド確立事業 △ 111,954 （ 111,954 → 0 ）

固定資産税事務における広域連携モデル構築事業 あきた未来世代移住戦略推進事業 △ 105,383 （ 279,728 → 174,345 ）

20,159 （ 0 → 20,159 ）若者の県内定着・回帰総合支援事業 △ 34,672 （ 85,666 → 50,994 ）

秘書諸費 2,434 （ 43,202 → 45,636 ）「県民が主役の秋田へ」共創アクション推進事業

△ 19,947 （ 19,947 → 0 ）

地域ＤＸ推進事業 △ 17,448 （ 19,093 → 1,645 ）

介護人材確保・職場環境改善等事業 257,787 （ 0 → 257,787 ）

生活保護費 107,257 （ 1,305,759 → 1,413,016 ）

障害児・者施設整備補助事業 91,190 （ 0 → 91,190 ）

医療施設等持続化支援事業 317,076 （ 0 → 317,076 ）

歯科保健医療推進事業 49,916 （ 22,239 → 72,155 ）

周産期医療体制整備事業 9,932 （ 278,301 → 288,233 ）

こども夜間休日オンライン診療体制整備事業

7,064 （ 0 → 7,064 ）

人材確保・定着推進事業 △ 7,607 （ 50,469 → 42,862 ）

外国人材受入サポートセンター事業 △ 4,222 （ 23,661 → 19,439 ）

職業能力開発支援事業 △ 2,512 （ 527,202 → 524,690 ）

畜産経営維持緊急支援事業 519,700 （ 0 → 519,700 ）“稼ぐ”あきた材利用推進事業 △ 37,297 （ 42,409 → 5,112 ）

あきたの米ぢから向上対策支援事業 295,777 （ 205,106 → 500,883 ）ＡＫＩＴＡグローバルリーチ戦略展開事業

経営体育成支援事業 250,795 （ 168,674 → 419,469 ） △ 25,303 （ 55,534 → 30,231 ）

酪農経営安定緊急対策事業 117,130 （ 0 → 117,130 ）林内路網整備ＤＸ推進事業 △ 21,000 （ 21,000 → 0 ）

“新しい林業”チャレンジ経営体応援事業

△ 10,000 （ 10,492 → 492 ）

5 労 働 費 △ 14,341

6 農 林 水 産 業 費 1,169,886

3 民 生 費 512,805

4 衛 生 費 389,191

2 総 務 費 △ 299,048

1 議 会 費

令 和 ８ 年 度 ６ 月 補 正 予 算    主 要 な 目 的 別 増 減 調 書

区　　　　分 増　　　　額　　　　内　　　　訳
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増 減 額 減　　　　額　　　　内　　　　訳区　　　　分 増　　　　額　　　　内　　　　訳

商業・サービス産業等振興事業 1,321,456 （ 0 → 1,321,456 ） インバウンド誘客拡大事業 △ 380,899 （ 380,899 → 0 ）

通年誘客促進事業 456,272 （ 13,728 → 470,000 ） 航空機システム電動化研究・開発推進事業

△ 281,260 （ 281,260 → 0 ）

ＡＫＩＴＡ　ＤｅＸ人材育成事業 △ 108,715 （ 108,715 → 0 ）

災害関連事業 420,000 （ 0 → 420,000 ）秋田三港クルーズ活性化事業 △ 67,053 （ 67,053 → 0 ）

国直轄道路事業負担金 188,688 （ 4,226,904 → 4,415,592 ）

重要港湾改修事業 117,000 （ 903,700 → 1,020,700 ）

運転免許試験及び免許証作成業務事業 26,015 （ 370,051 → 396,066 ）

学校安全推進事業 15,499 （ 5,373 → 20,872 ） あきたＭｕｓｅｕｍ機能強化事業 △ 23,783 （ 68,169 → 44,386 ）

秋田型部活動未来創出支援事業 10,906 （ 72,157 → 83,063 ） 私立大学等地域人材育成支援事業 △ 15,045 （ 15,045 → 0 ）

過年発生土木災害復旧事業 1,000,000 （ 5,340,616 → 6,340,616 ）

県有体育施設災害復旧事業 158,009 （ 0 → 158,009 ）

県立学校施設等災害復旧事業 41,756 （ 10,000 → 51,756 ）

児童福祉施設等災害復旧費補助金 13,513 （ 0 → 13,513 ）

11 災 害 復 旧 費 1,213,278

604,145,000　→　608,564,830

12 公 債 費

13 諸 支 出 金

14 予 備 費

合　　　計 4,419,830

9 警 察 費 26,015

10 教 育 費 △ 12,290

7 商 工 費 721,059

8 土 木 費 713,275
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秋田県名誉県民の顕彰（秘書諸費）について 

 

秘書課  

 

１ 目的 

内閣総理大臣として、我が国の政治経済及び地方自治の発展に尽力し、出身地である本県の名を高めた菅義偉

氏に対し、秋田県名誉県民の称号を贈る。 

   

２ 内容 

名誉県民の称号を贈りこれを顕彰するため、授与式を行うとともに、全戸配布広報紙等により功績を広く県民

に周知する。 

   ・名誉県民章及び略章、称号記の授与 

  ・名誉県民授与式の実施 

   ・県広報紙やウェブサイト等による功績の周知 

 

３ 予算額 

   ２，４３４千円（㊀２，４３４千円）        

 

内訳 報償費       ９５０千円 

旅 費       １４７千円 

需用費       １１０千円 

役務費         ６千円 

委託料       ４５８千円 

使用料及び賃借料  ７６３千円 
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４ その他（これまでの名誉県民） 

受章年 氏 名 功  績 

昭和５６年 小畑 勇二郎 秋田県知事として地方自治の発展に貢献 

平成 元 年 山崎 貞一 東京電気化学工業株式会社の社長として本県産業の飛躍的発展等に尽力 

日沼 賴夫 国際的に評価された癌ウイルス研究などの優れた業績 

平成 ５ 年 明石 康 国連を代表しカンボジア平和維持活動を成功させるなど国際平和に貢献 

平成１８年 遠藤 章 高コレステロール血症治療薬「スタチン」の発見と開発に貢献 
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固定資産税事務における広域連携モデル構築事業について（新規） 

 

税務課  

 

１ 目的 

高い専門性と公平性が求められる地方税業務の持続可能性にとって、人口減少に伴う職員や財源の減少が大

きな課題とされる中、県と市町村が連携等を強化することで、より効率的で質の高い税務行政を実現する。 

 

２ 内容 

⑴ 衛星画像の共同調達・活用支援事業 

複数市町村分の衛星画像調達と調達画像の業務への活用をサポートし、事務の効率化や精度の向上を図る。 

・衛星画像の共同調達・活用支援業務委託 一式 

 

⑵ 相互併任による共同家屋評価事業 

   モデル地域を設定し、県・市町村職員が相互に併任し共同で家屋評価を行うことにより、評価事務に関する

ノウハウの共有等を図る。 

また、家屋評価実務研修を実施し、評価事務に必要な専門知識の習得を図る。 

   ・モ デ ル 地 域：北秋田及び仙北地域振興局管内（大館市、北秋田市、上小阿仁村、大仙市、 

仙北市、美郷町） 

   ・家屋評価実務研修：家屋の模擬評価、グループ討議等（全市町村） 
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３ 予算額 

２０，１５９千円（○国２０，１５９千円） 

※持続可能な行政サービスの提供に向けた広域連携モデル構築事業（総務省委託事業） 

 

⑴ 衛星画像の共同調達・活用支援事業     ２０，００５千円 

  内訳 委託料              ２０，００５千円 

 

   （委託料の内訳） 

    ・衛星画像の調達 

アーカイブ画像（１，３６５㎢）  １０，９６１千円 

新規撮影（４００㎢）        ４，６２０千円 

    ・活用状況調査、効果検証       １，８９９千円 

    ・運用サポート、事務効率化支援    １，４８８千円 

    ・打合せ・協議            １，０３７千円 

 

⑵ 相互併任による共同家屋評価事業          １５４千円 

  内訳 報償費                  ６０千円 

       旅 費                  ９４千円 
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人材不足が深刻化する中、行政サービスを持続的なものにするため、新しい連携の分野（従来都道府県が補完していない分野など）、
新しい連携の方法（都道府県による補完及び市町村間の水平連携の組合せなど）等、これまでにない新しい広域連携を実践する自治体を支援し、
全国展開可能なモデルを構築する。

「地方税業務のあり方研究会」での整理内容をもとに、下記の取組について、新たな役割分担の提案及び実践団体への応募を行い、
採択を受けた。（R8.4月採択）

○固定資産の現況調査及び評価に関する事務
これまで市町村が行ってきた固定資産の現況調査のための衛星写真の調達等について、都道府県が中心となって市町村と共同で調達する。

また、これまで市町村が行っていた固定資産の家屋評価について、都道府県と市町村が共同で実施する。

高い専門性と公平性が求められる地方税業務の持続可能性にとって、人口減少に伴う職員や財源の減少が大きな課題とされる中、県と市町村が
それぞれ役割を見直し、連携等を強化することで、より効率的で質の高い税務行政を実現するため、個別事務のあり方について検討、整理した。
（R7.3月設置、12月方向性とりまとめ）

○固定資産税事務で使用する航空写真撮影の共同化 ○相互併任による家屋評価の共同化

新たな役割分担
秋田県

市町村は固定資産について毎年実地で調査をすることとされ
ている（地方税法第408条）が、全ての資産について職員が現
地に赴き調査することは非効率的。

取組を推進

総務省では航空写真等の活用を推奨しているものの、航空写
真撮影は費用が高額で定期撮影が困難とする団体が多く、画像
を活用した事務の効率化等が進展しない。

航空写真に比べ安価な衛星写真の解像度が近年向上し、固定
資産事務に活用可能なものが普及。

複数市町村分の衛星画像を県が共同調達することにより、単
位費用と市町村の契約事務負担を軽減。

画像調達と業務への画像活用支援を固定資産税事務への画像
活用に精通した事業者へ委託し、実装後の活用状況の把握等を
通じた適切な助言により事務の効率化等を図る。

家屋評価には高い専門性を必要とするが、市町村では人口減
少に伴う職員数の減少等により、家屋評価知識の承継や専門性
の維持等が困難になることが見込まれている。

【秋田県】地方税業務のあり方研究会

【総務省】持続可能な行政サービスの提供に向けた広域連携モデル構築事業（委託事業：国費10/10）

人
口
減
少
に
伴
う
職
員
・
財
源
の
減
少

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
持
続
可
能
性
へ
の
懸
念

総務省委託事業へ
提案･応募（R8.3）

とりわけ小規模市町村においては、業務の掛け持ちや評価機
会の少なさから専門性が培われにくく、適正評価の持続可能性
への懸念がある。

衛星画像の共同調達・活用支援事業
（固定資産税事務に使用する衛星画像の共同調達）

相互併任による共同家屋評価事業
（相互併任による家屋評価の共同処理）

税務課

県及び市町村の職員が相互に併任し、共同して家屋評価を行
うことにより人的資源を有効活用。

共同での家屋評価の実施により、団体間の連携による評価知
識・技術の維持・承継及びノウハウの共有。

実務的な評価研修を実施し、固定資産評価基準への理解と専
門知識の習得を図る。
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災害弔慰金・災害障害見舞金の負担金（災害救助対策費）について 

 

                                          総合防災課 

 

１ 概要 

「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、今冬の大雪により亡くなられた１４名の遺族への災害

弔慰金及び身体に著しい障害を受けた方への災害障害見舞金について、市町村が支給した額の一部を負担

する。 

 

２ 交付先 

 ⑴ 災害弔慰金 

７市町（１４名） 

＜内訳＞ 

横手市（４名）、大館市（２名）、湯沢市（１名）、大仙市（２名）、仙北市（２名）、 

小坂町（１名）、美郷町（２名） 

 

⑵ 災害障害見舞金 

湯沢市（１名） 

 

３ 負担割合 

  国１／２、県１／４、市町村１／４ 
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４ 予算額 

３８，４３８千円（○国 ２５，６２５千円 ○一 １２，８１３千円） 

   

⑴ 災害弔慰金 ３７，５００千円（○国 ２５，０００千円 ○一 １２，５００千円） 

  （内訳）負担金補助及び交付金 

   ・死亡者が受給遺族の主たる生計維持者     5,000 千円×3/4×６名＝22,500 千円 

   ・死亡者が受給遺族の主たる生計維持者以外の者 2,500 千円×3/4×８名＝15,000 千円 

 

 ⑵ 災害障害見舞金 ９３８千円（○国 ６２５千円 ○一 ３１３千円） 

  （内訳）負担金補助及び交付金 

   ・負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害を受けた方が主たる生計維持者以外の者  

1,250 千円×3/4×１名＝938 千円 

 

〔参考〕災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給要件等 

 
区分 災害弔慰金 災害障害見舞金

根拠法令

対象災害

支給額
生計維持者：５００万円
その他の者：２５０万円

生計維持者：２５０万円
その他の者：１２５万円

支給対象者
死亡された方の遺族
　・配偶者、子、父母、孫、祖父母
　・兄弟姉妹（同居又は生計が同じ者に限る）

負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害を受けた方（障害等
級１級相当）

災害弔慰金の支給等に関する法律

災害救助法が適用された都道府県が２以上ある災害（全国適用）
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「秋田県県税条例の一部を改正する条例案」について（議案第１３５号） 

税務課  

 

１ 改正理由 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）による地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部

改正に伴い個人の県民税に係る寄附金税額控除の特例控除の見直し等を行う等の必要がある。 

 

２ 主な改正内容 

⑴  個人の県民税 

①  県に対する寄附金に係る寄附金税額控除（いわゆるふるさと納税）について、特例控除額の控除限度額を、 

県民税の所得割額の１００分の２０に相当する金額と７７万２千円とのいずれか低い金額とする。（第３６条

の２、附則第４条の３関係） 

 

② 住宅借入金等特別税額控除（いわゆる住宅ローン控除）について、現行の適用期限を５年延長する。（附則 

第４条の２関係） 

・対象居住年（令和７年入居分まで）  → 令和１２年入居分まで延長 

・税額控除の適用期限（令和２０年度分）→ 令和２５年度分まで延長 

 

③ ＮＩＳＡの口座開設可能年齢の下限（改正前は１８歳）が撤廃され、０歳から１７歳に対して新たに積立投資

枠が設けられた（「こどもＮＩＳＡ」の創設）ことに伴い、１８歳未満での契約不履行等事由（中途払出等）が

あった場合は、非課税を取り消し、通常の配当割等を遡及課税する。（附則第７条の２、第１２条の３の３関係） 

   

 

 

 

○こどもＮＩＳＡの主な内容 

・年間投資枠：６０万円、非課税保有限度額：６００万円 

・ＮＩＳＡ口座からの払出しについては、原則１８歳になるまでできないが、災害等のやむを得ない場合や、１２歳以降で 

一定の要件を満たす場合は、親権者等による払出しができる。 
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④ 特定暗号資産の譲渡による譲渡所得等については、他の所得と分離して課税譲渡所得等の金額の１００分の

２に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。（附則第１２条の３の６関係） 

 ⑵ 地方消費税 

   消費税において物品販売に係るプラットフォーム課税が導入されたことに伴い、第２種プラットフォーム事業 

者を介してその対価を収受するものについては、資産の譲渡を行った事業者に代わり第２種プラットフォーム事 

業者が行ったものとみなす。（第６２条の２の３、第６２条の２の４関係） 
 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 不動産取得税 

特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額について、次の区域内にある住宅（建替え 

により新築された一定の住宅等を除く。）を適用対象から除外することとする。（第７３条関係） 

・急傾斜地崩壊危険区域 

・土砂災害特別警戒区域 

・市街化調整区域のうち一定の浸水想定区域 等    

⑷ その他所要の規定の整理を行う。 

 

【改正前】 【改正後】 
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３ 施行期日等 

⑴  この条例は、次を除き、公布の日から施行する。 

① ２⑴①から③まで及び⑷の一部 令和 ９年１月１日 

② ２⑷の一部          令和１０年１月１日 

③ ２⑵             令和１０年４月１日 

④ ２⑶             令和１１年４月１日 

⑤ ２⑴④及び⑷の一部      金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和 

８年法律第 号）の施行の日の属する年の翌々年の１月１日 

⑵  この条例の施行に関し所要の経過措置を規定する。 
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秋
田
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
寄
附
金
税
額
控
除
）

（
寄
附
金
税
額
控
除
）

第
三
十
六
条
の
二

略

第
三
十
六
条
の
二

略

２

前
項
の
特
例
控
除
額
は
、
同
項
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
支

２

前
項
の
特
例
控
除
額
は
、
同
項
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
支

出
し
た
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
の
う
ち
二
千
円
を
超
え
る
金

出
し
た
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
の
う
ち
二
千
円
を
超
え
る
金

額
に
、
法
第
三
十
七
条
の
二
第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ

額
に
、
法
第
三
十
七
条
の
二
第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ

、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
の
五
分
の
二
に
相
当
す
る

、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
の
五
分
の
二
に
相
当
す
る

金
額

金
額
（
当
該
金
額
が
当
該
納
税
義
務
者
の
前
二
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合

の
所
得
割
の
額
の
百
分
の
二
十
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該

と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
相
当
す
る
金
額

百
分
の
二
十
に
相
当
す
る
金
額
）
と
す
る
。

が
当
該
納
税
義
務
者
の
前
二
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
の

百
分
の
二
十
に
相
当
す
る
金
額
と
七
十
七
万
二
千
円
と
の
い
ず
れ
か
低
い
金

額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
い
ず
れ
か
低
い
金
額
と
す
る
。

３

略

３

略

（
個
人
の
県
民
税
に
係
る
扶
養
親
族
等
申
告
書
）

（
個
人
の
県
民
税
に
係
る
扶
養
親
族
等
申
告
書
）

第
三
十
七
条
の
五

略

第
三
十
七
条
の
五

略

２

法
第
四
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、

２

法
第
四
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、

同
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

同
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
受
給
者
の
住
所
所
在
地
の
市
町
村
長

載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
受
給
者
の
住
所
所
在
地
の
市
町
村
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
一
種
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
介
し
て
行
う
電
気
通
信
利
用
役
務

（
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者

を
介
し
て
行
う
電
気
通
信
利
用
役
務

の
提
供
に
関
す
る
こ
の
節
の
規
定
の
適
用
）

の
提
供
に
関
す
る
こ
の
節
の
規
定
の
適
用
）

第
六
十
二
条
の
二
の
三

消
費
税
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気

第
六
十
二
条
の
二
の
三

消
費
税
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
二
に
規
定
す
る

通
信
利
用
役
務
の
提
供

国
外
事
業
者
が
国
内
に
お
い
て
行
う
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
（
法
第
七

十
二
条
の
八
十
の
三
に
規
定
す
る
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
を
い
う
。
以

が
同
項

に
規
定

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
消
費
税
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
次
条
に
お
い
て
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ

す
る
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
い
う
。
）
を
介
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
対

を
介
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
対

価
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る
第
一
種
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者

価
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
（
以
下
こ

を
介
し

の
条
に
お
い
て
「
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
」
と
い
う
。
）
を
介
し

て
収
受
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
第
一
種
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事

て
収
受
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業

業
者
が
当
該
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
こ

者

が
当
該
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
こ

の
節
の
規
定
を
適
用
す
る
。

の
節
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
第
二
種
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
介
し
て
行
う
資
産
の
譲
渡
に
関
す

る
こ
の
節
の
規
定
の
適
用
）

第
六
十
二
条
の
二
の
四

消
費
税
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
資

産
の
譲
渡
が
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ

つ
て
、
そ
の
対
価
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る
第
二
種
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

事
業
者
を
介
し
て
収
受
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
第
二
種
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
が
当
該
資
産
の
譲
渡
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
こ

の
節
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
住
宅
の
用
に
供
す
る
土
地
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
の
減
額
）

（
住
宅
の
用
に
供
す
る
土
地
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
の
減
額
）

第
七
十
三
条

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

第
七
十
三
条

総
合
県
税
事
務
所
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
に
は
、
当
該
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て

場
合
に
は
、
当
該
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て

は
、
当
該
税
額
か
ら
百
五
十
万
円
（
当
該
土
地
に
係
る
不
動
産
取
得
税
の
課

は
、
当
該
税
額
か
ら
百
五
十
万
円
（
当
該
土
地
に
係
る
不
動
産
取
得
税
の
課

税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
を
当
該
土
地
の
面
積
の
平
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た

税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
を
当
該
土
地
の
面
積
の
平
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た

数
値
で
除
し
て
得
た
額
に
当
該
土
地
の
上
に
新
築
し
た
住
宅
（
法
第
七
十
三

数
値
で
除
し
て
得
た
額
に
当
該
土
地
の
上
に
新
築
し
た
住
宅
（

条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
区
域
内
住
宅
を
除
く
も
の
と
し
、
令
第

令
第

三
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お

三
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
特
例
適
用
住
宅
」
と
い
う
。
）
一
戸
（
共
同
住
宅
等
に
あ
つ
て
は
、

い
て
「
特
例
適
用
住
宅
」
と
い
う
。
）
一
戸
（
共
同
住
宅
等
に
あ
つ
て
は
、

令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
に

令
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
に

独
立
的
に
区
画
さ
れ
た
一
の
部
分
）
に
つ
い
て
そ
の
床
面
積
の
二
倍
の
面
積

独
立
的
に
区
画
さ
れ
た
一
の
部
分
）
に
つ
い
て
そ
の
床
面
積
の
二
倍
の
面
積

の
平
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
数
値
（
当
該
数
値
が
二
百
を
超
え
る
場
合
に
は

の
平
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
数
値
（
当
該
数
値
が
二
百
を
超
え
る
場
合
に
は
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、
二
百
と
す
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
が
百
五
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は

、
二
百
と
す
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
が
百
五
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は

、
当
該
乗
じ
て
得
た
金
額
）
に
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
額
す
る
。

、
当
該
乗
じ
て
得
た
金
額
）
に
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
額
す
る
。

一
～
三

略

一
～
三

略

２
～
９

略

２
～
９

略

（
自
動
車
税
の
徴
収
の
方
法
の
特
例
）

（
自
動
車
税
の
徴
収
の
方
法
の
特
例
）

第
百
二
十
七
条
の
二

納
税
者
が
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等

第
百
二
十
七
条
の
二

納
税
者
が
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
新
規
登
録
の

定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
新
規
登
録
の

申
請
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
秋
田
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

申
請
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
秋
田
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
一
号
）
第
三
条

技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
一
号
）
第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

、
又
は
法
第
七
百
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
税
関
係
手
続

、
又
は
法
第
七
百
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
税
関
係
手
続

用
電
子
情
報
処
理
組
織
（
法
第
七
百
六
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
地
方
税

用
電
子
情
報
処
理
組
織
（
法
第
七
百
六
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
地
方
税

関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
し
、
か
つ
、
地
方
税

関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
し
、
か
つ
、
地
方
税

共
同
機
構
を
経
由
し
て
、
第
百
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提

共
同
機
構
を
経
由
し
て
、
第
百
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提

出
す
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

出
す
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

納
税
者
が
当
該
新
規
登
録
の
申
請
を
し
た
際
に
、
当
該
新
規
登
録
の
申
請
に

納
税
者
が
当
該
新
規
登
録
の
申
請
を
し
た
際
に
、
当
該
新
規
登
録
の
申
請
に

係
る
自
動
車
に
係
る
自
動
車
税
を
法
施
行
規
則
第
九
条
に
規
定
す
る
方
法
に

係
る
自
動
車
に
係
る
自
動
車
税
を
法
施
行
規
則

に
規
定
す
る
方
法
に

よ
り
徴
収
す
る
。

よ
り
徴
収
す
る
。

附

則

附

則

（
個
人
の
県
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
）

（
個
人
の
県
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
）

第
四
条
の
二

平
成
二
十
二
年
度
か
ら
令
和
二
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の

第
四
条
の
二

平
成
二
十
二
年
度
か
ら
令
和
二
十
年
度

ま
で
の
各
年
度
分
の

個
人
の
県
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ

個
人
の
県
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ

き
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
又
は
第
四
十
一
条
の
二
の
二
の
規
定
の
適

き
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
又
は
第
四
十
一
条
の
二
の
二
の
規
定
の
適

用
を
受
け
た
場
合
（
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
年
（
以
下

用
を
受
け
た
場
合
（
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
年
（
以
下

こ
の
条
及
び
附
則
第
二
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
「
居
住
年
」
と
い
う
。
）

こ
の
条
及
び
附
則
第
二
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
「
居
住
年
」
と
い
う
。
）

が
平
成
二
十
一
年
か
ら
令
和
十
二
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

が
平
成
二
十
一
年
か
ら
令
和
七
年
ま
で

の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

に
は
、
法
附
則
第
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二

に
は
、
法
附
則
第
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二

号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は

号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は

、
零
と
す
る
。
）
の
五
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

、
零
と
す
る
。
）
の
五
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
控
除
額
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
三
十
五
条
及
び
第
三

「
控
除
額
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
三
十
五
条
及
び
第
三

十
六
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
こ
の
場

十
六
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
控
除
額
が
当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
分
の
所
得
税
に
係

合
に
お
い
て
、
当
該
控
除
額
が
当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
分
の
所
得
税
に
係

る
所
得
税
法
第
八
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
、
課
税
退

る
所
得
税
法
第
八
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
、
課
税
退

職
所
得
金
額
及
び
課
税
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
居
住
年
が
平
成
二
十
八

職
所
得
金
額
及
び
課
税
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
居
住
年
が
平
成
二
十
八

年
か
ら
令
和
七
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
納
税
義
務
者
の
前

年
か
ら
令
和
七
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
納
税
義
務
者
の
前

年
分
の
所
得
税
に
係
る
同
法
第
八
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
礎
控
除
の

年
分
の
所
得
税
に
係
る
同
法
第
八
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
礎
控
除
の

額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
六
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が

額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
六
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
額
）
か
ら
四
十
八
万
円
を
控
除
し
て
得
た

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
額
）
か
ら
四
十
八
万
円
を
控
除
し
て
得
た

額
（
当
該
控
除
し
て
得
た
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を

額
（
当
該
控
除
し
て
得
た
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を

加
算
し
た
額
）
の
百
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
金
額
が
三
万
九
千
円

加
算
し
た
額
）
の
百
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
金
額
が
三
万
九
千
円

を
超
え
る
場
合
に
は
、
三
万
九
千
円
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
限
度

を
超
え
る
場
合
に
は
、
三
万
九
千
円
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
限
度

額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
控
除
額
は
、
当
該
控
除
限
度
額

額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
控
除
額
は
、
当
該
控
除
限
度
額

に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

２

略

２

略

３

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
居
住
年
が
平
成
二
十
六
年
か
ら
令

３

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
居
住
年
が
平
成
二
十
六
年
か
ら
令

和
三
年
ま
で
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
五
項
に

和
三
年
ま
で
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
五
項
に

規
定
す
る
特
定
取
得
又
は
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
特
別
特
定
取
得
に
該

規
定
す
る
特
定
取
得
又
は
同
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
特
別
特
定
取
得
に
該

当
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
の
取
得
等
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る

当
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
の
取
得
等
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る

住
宅
借
入
金
等
の
金
額
を
有
す
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

住
宅
借
入
金
等
の
金
額
を
有
す
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
二
・
八
」
と
、
「
三

て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
二
・
八
」
と
、
「
三

万
九
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
四
千
六
百
円
」
と
す
る
。

万
九
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
四
千
六
百
円
」
と
す
る
。

（
寄
附
金
税
額
控
除
に
お
け
る
特
例
控
除
額
の
特
例
）

（
寄
附
金
税
額
控
除
に
お
け
る
特
例
控
除
額
の
特
例
）

第
四
条
の
三

第
三
十
六
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
県
民
税
の
所
得
割

第
四
条
の
三

第
三
十
六
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
県
民
税
の
所
得
割

の
納
税
義
務
者
が
、
法
第
三
十
七
条
の
二
第
十
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三

の
納
税
義
務
者
が
、
法
第
三
十
七
条
の
二
第
十
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
又
は
第
三
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
又
は
第
三
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る

課
税
総
所
得
金
額
、
課
税
退
職
所
得
金
額
及
び
課
税
山
林
所
得
金
額
を
有
し

課
税
総
所
得
金
額
、
課
税
退
職
所
得
金
額
及
び
課
税
山
林
所
得
金
額
を
有
し
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な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
中
の
所
得
に
つ
い
て
、
附

な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
中
の
所
得
に
つ
い
て
、
附

則
第
七
条
第
一
項
、
附
則
第
八
条
第
一
項
、
附
則
第
九
条
第
一
項
、
附
則
第

則
第
七
条
第
一
項
、
附
則
第
八
条
第
一
項
、
附
則
第
九
条
第
一
項
、
附
則
第

十
二
条
第
一
項
、
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二

十
二
条
第
一
項
、
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
、
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二

第
一
項
、
附
則
第
十
二
条
の
三
の
六
第
一
項
又
は
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一

第
一
項
又
は
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
特
例
控
除
額
は
、
法
第
三
十
七
条
の
二
第
十
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の

る
特
例
控
除
額
は
、
法
第
三
十
七
条
の
二
第
十
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
支
出
し
た
同
条
第
二

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
支
出
し
た
同
条
第
二

項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
の
う
ち
二
千
円
を
超

項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
の
う
ち
二
千
円
を
超

え
る
金
額
に
、
法
附
則
第
五
条
の
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

え
る
金
額
に
、
法
附
則
第
五
条
の
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
（
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
二
以
上
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
（
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
二
以
上
に

該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
う
ち
最
も
低
い
割
合
）
を

該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
う
ち
最
も
低
い
割
合
）
を

乗
じ
て
得
た
金
額
の
五
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額

乗
じ
て
得
た
金
額
の
五
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
金
額
が
当
該
納
税

義
務
者
の
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
六
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得

割
の
額
の
百
分
の
二
十
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
百
分
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
相
当
す
る
金
額
が
当
該

二
十
に
相
当
す
る
金
額
）
と
す
る
。

納
税
義
務
者
の
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
六
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の

所
得
割
の
額
の
百
分
の
二
十
に
相
当
す
る
金
額
と
七
十
七
万
二
千
円
と
の
い

ず
れ
か
低
い
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
い
ず
れ
か
低
い
金
額
と
す
る
。

第
四
条
の
四

平
成
二
十
六
年
度
か
ら
令
和
三
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個

第
四
条
の
四

平
成
二
十
六
年
度
か
ら
令
和
二
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個

人
の
県
民
税
に
つ
い
て
の
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
前

人
の
県
民
税
に
つ
い
て
の
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
前

条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
中
「
法

含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
中
「
法

第
三
十
七
条
の
二
第
十
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第
五
条
の
六
第

第
三
十
七
条
の
二
第
十
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第
五
条
の
六
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
十
七
条
の
二
第
十
一

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
十
七
条
の
二
第
十
一

項
各
号
」
と
、
前
条
中
「
法
附
則
第
五
条
の
五
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は

項
各
号
」
と
、
前
条
中
「
法
附
則
第
五
条
の
五
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は

「
法
附
則
第
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法

「
法
附
則
第
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法

附
則
第
五
条
の
五
第
一
項
各
号
」
と
す
る
。

附
則
第
五
条
の
五
第
一
項
各
号
」
と
す
る
。

２

令
和
三
十
一
年
度
以
後
の
各
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
の
第
三

十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
前
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
次
条
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
法
第
三
十
七
条
の
二
第
十
一
項
各
号
」
と

あ
る
の
は
「
法
附
則
第
五
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
法
第
三
十
七
条
の
二
第
十
一
項
各
号
」
と
、
前
条
中
「
法
附
則
第
五

条
の
五
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第
五
条
の
六
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
条
の
五
第
一
項
各
号
」
と
す

る
。

（
個
人
の
県
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
の
特
例
）

（
個
人
の
県
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
の
特
例
）

第
六
条

略

第
六
条

略

２

前
項
の
申
告
特
例
控
除
額
は
、
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特

２

前
項
の
申
告
特
例
控
除
額
は
、
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特

例
控
除
額
に
、
法
附
則
第
七
条
の
二
第
二
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
三
十

例
控
除
額
に
、
法
附
則
第
七
条
の
二
第
二
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
三
十

五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
か
ら
第
三
十
六
条
第
一
号
㈠
に

五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
か
ら
第
三
十
六
条
第
一
号
㈠
に

掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
割
合
（
法
附
則
第
七
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が

掲
げ
る
割
合
（
法
附
則
第
七
条
の
三
第
一
項

の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
割

あ
る
場
合
に
は
、
同
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
割

合
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

合
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

（
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の

特
例
）

第
七
条
の
二

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
四
第
五
項
第
一
号
に
規
定

す
る
非
課
税
口
座
（
以
下
こ
の
項
、
附
則
第
十
二
条
の
三
の
二
及
び
附
則
第

十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
非
課
税
口
座
」
と
い
う
。
）
及
び
同

法
第
三
十
七
条
の
十
四
第
五
項
第
九
号
に
規
定
す
る
特
定
課
税
未
成
年
者
口

座
（
以
下
こ
の
項
、
附
則
第
十
二
条
の
三
の
二
第
三
項
及
び
附
則
第
十
二
条

の
三
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
特
定
課
税
未
成
年
者
口
座
」
と
い
う
。
）
を

開
設
す
る
個
人
の
同
法
第
三
十
七
条
の
十
四
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基

準
年
（
附
則
第
十
二
条
の
三
の
二
第
三
項
及
び
附
則
第
十
二
条
の
三
の
三
第

一
項
に
お
い
て
「
基
準
年
」
と
い
う
。
）
の
前
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に

当
該
非
課
税
口
座
又
は
特
定
課
税
未
成
年
者
口
座
に
つ
き
同
法
第
三
十
七
条
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の
十
四
第
六
項
に
規
定
す
る
契
約
不
履
行
等
事
由
（
以
下
こ
の
項
、
附
則
第

十
二
条
の
三
の
二
第
三
項
及
び
附
則
第
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
に
お
い
て

「
契
約
不
履
行
等
事
由
」
と
い
う
。
）
が
生
じ
、
当
該
非
課
税
口
座
の
開
設

の
時
か
ら
当
該
契
約
不
履
行
等
事
由
が
生
じ
た
時
ま
で
の
間
に
支
払
を
受
け

る
べ
き
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
の
配
当
等
（
同
法
第
九
条
の
八
第
一
項

第
三
号
に
掲
げ
る
同
項
に
規
定
す
る
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
の
配
当
等

を
い
う
。
）
に
つ
い
て
同
法
第
九
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
が
あ

つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
の
配

当
等
に
係
る
配
当
所
得
の
金
額
に
対
し
、
県
民
税
の
配
当
割
を
課
す
る
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
十
条
第
一
項
第
六
号
及

び
第
四
十
七
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
中
「
受
け
る
べ
き
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
受
け
る
べ
き
日
の
属
す
る
年
の

一
月
一
日
」
と
す
る
。

（
未
成
年
者
口
座
内
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税

（
未
成
年
者
口
座
内
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税

の
特
例
）

の
特
例
）

第
七
条
の
三

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
四
の
二
第
五
項
第
一
号
に

第
七
条
の
二

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
四
の
二
第
五
項
第
一
号
に

規
定
す
る
未
成
年
者
口
座
（
以
下
こ
の
項
、
附
則
第
十
二
条
の
三
の
四
第
二

規
定
す
る
未
成
年
者
口
座
（
以
下
こ
の
項
、
附
則
第
十
二
条
の
三
の
三
第
二

項
及
び
第
三
項
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
三
の
五
第
一
項
に
お
い
て
「
未
成

項
及
び
第
三
項
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
三
の
四
第
一
項
に
お
い
て
「
未
成

年
者
口
座
」
と
い
う
。
）
を
開
設
し
て
い
る
個
人
に
つ
い
て
、
同
法
第
三
十

年
者
口
座
」
と
い
う
。
）
を
開
設
し
て
い
る
個
人
に
つ
い
て
、
同
法
第
三
十

七
条
の
十
四
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
契
約
不
履
行
等
事
由
（
以
下
こ
の
項

七
条
の
十
四
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
契
約
不
履
行
等
事
由
（
以
下
こ
の
項

、
附
則
第
十
二
条
の
三
の
四
第
三
項
及
び
附
則
第
十
二
条
の
三
の
五
第
一
項

、
附
則
第
十
二
条
の
三
の
三
第
三
項
及
び
附
則
第
十
二
条
の
三
の
四
第
一
項

に
お
い
て
「
契
約
不
履
行
等
事
由
」
と
い
う
。
）
が
生
じ
、
当
該
未
成
年
者

に
お
い
て
「
契
約
不
履
行
等
事
由
」
と
い
う
。
）
が
生
じ
、
当
該
未
成
年
者

口
座
の
設
定
の
時
か
ら
当
該
契
約
不
履
行
等
事
由
が
生
じ
た
時
ま
で
の
間
に

口
座
の
設
定
の
時
か
ら
当
該
契
約
不
履
行
等
事
由
が
生
じ
た
時
ま
で
の
間
に

支
払
を
受
け
る
べ
き
未
成
年
者
口
座
内
上
場
株
式
等
の
配
当
等
（
同
法
第
九

支
払
を
受
け
る
べ
き
未
成
年
者
口
座
内
上
場
株
式
等
の
配
当
等
（
同
法
第
九

条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
未
成
年
者
口
座
内
上
場
株
式
等
の
配
当
等
を
い

条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
未
成
年
者
口
座
内
上
場
株
式
等
の
配
当
等
を
い

う
。
）
が
同
法
第
九
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
が
あ
つ
た
も
の
と

う
。
）
が
同
法
第
九
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
が
あ
つ
た
も
の
と

み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
未
成
年
者
口
座
内
上
場
株
式
等
の
配
当
等
に
係

み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
未
成
年
者
口
座
内
上
場
株
式
等
の
配
当
等
に
係

る
配
当
所
得
の
金
額
に
対
し
、
県
民
税
の
配
当
割
を
課
す
る
。

る
配
当
所
得
の
金
額
に
対
し
、
県
民
税
の
配
当
割
を
課
す
る
。

２

略

２

略

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡

所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

所
得
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

第
十
条

略

第
十
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

第
一
項
（
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
場
合
に
お
い

て
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二

項
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る
も

の
を
し
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
譲
渡
を
し
た
土
地
等
が
そ
の
譲
渡
を
し
た
時

に
お
い
て
地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
条

第
一
項
の
地
す
べ
り
防
止
区
域
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
急
傾

斜
地
崩
壊
危
険
区
域
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対

策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
一

項
の
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
又
は
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平

成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
五
十
六
条
第
一
項
の
浸
水
被
害
防
止
区
域

内
に
あ
る
と
き
は
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定

す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
又
は
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た

め
の
譲
渡
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

５
・
６

略

４
・
５

略

（
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

（
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

第
十
二
条
の
二
の
二

略

第
十
二
条
の
二
の
二

略

２

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等

２

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等

（
附
則
第
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
十
二
条
の
三
の
四
第
一
項

（
附
則
第
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項

に
お
い
て
「
上
場
株
式
等
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
県
民
税
の
所
得
割
の
納

に
お
い
て
「
上
場
株
式
等
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
県
民
税
の
所
得
割
の
納

税
義
務
者
が
当
該
上
場
株
式
等
に
つ
き
交
付
を
受
け
る
同
法
第
四
条
の
四
第

税
義
務
者
が
当
該
上
場
株
式
等
に
つ
き
交
付
を
受
け
る
同
法
第
四
条
の
四
第

三
項
、
第
三
十
七
条
の
十
一
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
七
条
の
十

三
項
、
第
三
十
七
条
の
十
一
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
七
条
の
十

四
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
所
得
税
法
及
び
租
税
特
別
措
置

四
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
所
得
税
法
及
び
租
税
特
別
措
置

法
第
二
章
の
規
定
の
適
用
上
同
法
第
四
条
の
四
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
十

法
第
二
章
の
規
定
の
適
用
上
同
法
第
四
条
の
四
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
十
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一
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
七
条
の
十
四
の
四
第
一
項
及
び
第
二

一
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
七
条
の
十
四
の
四
第
一
項
及
び
第
二

項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
収
入
金
額
と
み
な

項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
収
入
金
額
と
み
な

さ
れ
る
金
額
は
、
前
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係

さ
れ
る
金
額
は
、
前
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係

る
収
入
金
額
と
み
な
し
て
、
県
民
税
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。

る
収
入
金
額
と
み
な
し
て
、
県
民
税
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。

３

略

３

略

（
特
定
管
理
株
式
等
が
価
値
を
失
つ
た
場
合
の
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等

（
特
定
管
理
株
式
等
が
価
値
を
失
つ
た
場
合
の
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等

の
課
税
の
特
例
）

の
課
税
の
特
例
）

第
十
二
条
の
二
の
三

略

第
十
二
条
の
二
の
三

略

２

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十

２

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十

七
条
の
十
一
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
管
理
口
座
（
そ
の
者
が
二
以
上

七
条
の
十
一
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
管
理
口
座
（
そ
の
者
が
二
以
上

の
特
定
管
理
口
座
を
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
定
管
理
口
座
。
以

の
特
定
管
理
口
座
を
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
定
管
理
口
座
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
管
理
口
座
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
条
第
一
項

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
管
理
口
座
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
条
第
一
項

に
規
定
す
る
振
替
口
座
簿
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
振
替
口
座
簿
」
と
い

に
規
定
す
る
振
替
口
座
簿
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
振
替
口
座
簿
」
と
い

う
。
）
に
記
載
若
し
く
は
記
録
が
さ
れ
、
又
は
特
定
管
理
口
座
に
保
管
の
委

う
。
）
に
記
載
若
し
く
は
記
録
が
さ
れ
、
又
は
特
定
管
理
口
座
に
保
管
の
委

託
が
さ
れ
て
い
る
特
定
管
理
株
式
等
の
譲
渡
（
同
法
第
三
十
七
条
の
十
一
の

託
が
さ
れ
て
い
る
特
定
管
理
株
式
等
の
譲
渡
（
同
法
第
三
十
七
条
の
十
一
の

二
第
二
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同

二
第
二
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
し
た
場
合
に
は
、
令
附
則
第
十
八
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
と

じ
。
）
を
し
た
場
合
に
は
、
令
附
則
第
十
八
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
管
理
株
式
等
の
譲
渡
に
よ
る
事
業
所
得
の
金
額
、

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
管
理
株
式
等
の
譲
渡
に
よ
る
事
業
所
得
の
金
額
、

譲
渡
所
得
の
金
額
又
は
雑
所
得
の
金
額
と
当
該
特
定
管
理
株
式
等
の
譲
渡
以

譲
渡
所
得
の
金
額
又
は
雑
所
得
の
金
額
と
当
該
特
定
管
理
株
式
等
の
譲
渡
以

外
の
同
法
第
三
十
七
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
株
式
等
（
次
条
、
附
則
第

外
の
同
法
第
三
十
七
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
株
式
等
（
次
条
、
附
則
第

十
二
条
の
三
の
二
第
二
項
及
び
附
則
第
十
二
条
の
三
の
四
第
二
項
に
お
い
て

十
二
条
の
三
の
二
第
二
項
及
び
附
則
第
十
二
条
の
三
の
三
第
二
項
に
お
い
て

「
株
式
等
」
と
い
う
。
）
の
譲
渡
に
よ
る
事
業
所
得
の
金
額
、
譲
渡
所
得
の

「
株
式
等
」
と
い
う
。
）
の
譲
渡
に
よ
る
事
業
所
得
の
金
額
、
譲
渡
所
得
の

金
額
又
は
雑
所
得
の
金
額
と
を
区
分
し
て
、
こ
れ
ら
の
金
額
を
計
算
す
る
。

金
額
又
は
雑
所
得
の
金
額
と
を
区
分
し
て
、
こ
れ
ら
の
金
額
を
計
算
す
る
。

３

略

３

略

（
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
の
譲
渡
に
係
る
県
民
税
の
所
得
計
算
の
特
例

（
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
の
譲
渡
に
係
る
県
民
税
の
所
得
計
算
の
特
例

）

）

第
十
二
条
の
三
の
二

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
前
年
中
に
租
税

第
十
二
条
の
三
の
二

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
前
年
中
に
租
税

特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
四
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
非
課
税
上
場

特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
四
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
非
課
税
上
場

株
式
等
管
理
契
約
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
非
課
税
上
場
株
式
等
管
理
契

株
式
等
管
理
契
約
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
非
課
税
上
場
株
式
等
管
理
契

約
」
と
い
う
。
）
、
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
非
課
税
累
積
投
資
契
約
（
以

約
」
と
い
う
。
）
、
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
非
課
税
累
積
投
資
契
約
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
非
課
税
累
積
投
資
契
約
」
と
い
う
。
）
又
は
同
項
第

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
非
課
税
累
積
投
資
契
約
」
と
い
う
。
）
又
は
同
項
第

六
号
に
規
定
す
る
特
定
非
課
税
累
積
投
資
契
約
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

六
号
に
規
定
す
る
特
定
非
課
税
累
積
投
資
契
約
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

特
定
非
課
税
累
積
投
資
契
約
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
同
法
第
三
十
七
条
の

特
定
非
課
税
累
積
投
資
契
約
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
同
法
第
三
十
七
条
の

十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
（
以
下
こ
の
条
に
お

十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
」
と
い
う
。
）
（
そ
の
者
が
二
以
上
の

い
て
「
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
」
と
い
う
。
）
（
そ
の
者
が
二
以
上
の

非
課
税
口
座

同
法
第
三
十
七
条
の
十
四
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
非
課
税
口
座
（
以
下

を
有
す
る
場
合
に
は
、
そ

こ
の
条
に
お
い
て
「
非
課
税
口
座
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
非
課
税
口
座
に
係
る
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
。
以
下
こ
の
項

れ
ぞ
れ
の
非
課
税
口
座
に
係
る
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
は
、
令
附
則
第
十
八
条
の
六
の

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
は
、
令
附
則
第
十
八
条
の
六
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等

二
第
一
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等

の
譲
渡
に
よ
る
事
業
所
得
の
金
額
、
譲
渡
所
得
の
金
額
又
は
雑
所
得
の
金
額

の
譲
渡
に
よ
る
事
業
所
得
の
金
額
、
譲
渡
所
得
の
金
額
又
は
雑
所
得
の
金
額

と
当
該
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
以
外
の
上
場
株
式
等
の
譲
渡
に
よ
る
事

と
当
該
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
以
外
の
上
場
株
式
等
の
譲
渡
に
よ
る
事

業
所
得
の
金
額
、
譲
渡
所
得
の
金
額
又
は
雑
所
得
の
金
額
と
を
区
分
し
て
、

業
所
得
の
金
額
、
譲
渡
所
得
の
金
額
又
は
雑
所
得
の
金
額
と
を
区
分
し
て
、

こ
れ
ら
の
金
額
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
れ
ら
の
金
額
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

２

略

２

略

３

非
課
税
口
座
及
び
特
定
課
税
未
成
年
者
口
座
を
開
設
す
る
県
民
税
の
所
得

割
の
納
税
義
務
者
の
基
準
年
の
前
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
非
課
税

口
座
又
は
特
定
課
税
未
成
年
者
口
座
に
つ
き
契
約
不
履
行
等
事
由
が
生
じ
た

場
合
に
は
、
法
附
則
第
三
十
五
条
の
三
の
二
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
県
民
税
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。

（
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
県
民
税
の
課
税

の
特
例
）

第
十
二
条
の
三
の
三

非
課
税
口
座
及
び
特
定
課
税
未
成
年
者
口
座
を
開
設
す

る
個
人
の
基
準
年
の
前
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
非
課
税
口
座
又
は

特
定
課
税
未
成
年
者
口
座
に
つ
き
契
約
不
履
行
等
事
由
が
生
じ
、
租
税
特
別

措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
四
第
八
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
つ
た
と
き
は
、
同

項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
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額
を
第
四
十
七
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額

と
み
な
し
て
、
県
民
税
の
株
式
等
譲
渡
所
得
割
を
課
す
る
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
十
条
第
一
項
第
七
号
、

第
四
十
七
条
の
十
七
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
七
条
の
十
八
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
特
定
株
式
等
譲
渡
対
価
等
の
支
払
を
受

け
る
個
人
で
当
該
特
定
株
式
等
譲
渡
対
価
等
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
日
」
と

あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
四
第
五
項
第
一
号
に
規
定

す
る
非
課
税
口
座
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
十
七
条
の
十
七
第
一
項
に
お
い

て
「
非
課
税
口
座
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
三
十
七
条
の
十
四
第
五
項
第

九
号
に
規
定
す
る
特
定
課
税
未
成
年
者
口
座
を
開
設
す
る
個
人
で
同
法
第
三

十
七
条
の
十
四
第
六
項
に
規
定
す
る
契
約
不
履
行
等
事
由
が
生
じ
た
こ
と
に

よ
る
当
該
非
課
税
口
座
の
廃
止
（
第
四
十
七
条
の
十
七
第
一
項
及
び
第
二
項

に
お
い
て
「
非
課
税
口
座
の
廃
止
」
と
い
う
。
）
の
日
」
と
、
第
四
十
七
条

の
十
七
第
一
項
中
「
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
一
の
四
第
一
項
に

規
定
す
る
源
泉
徴
収
選
択
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
同
法
第
三
十
七
条
の
十

一
の
三
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
で
特
定
株
式
等

譲
渡
対
価
等
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
日
」
と
あ
る
の
は
「
非
課
税
口
座
の
廃

止
の
日
」
と
、
「
に
対
し
て
当
該
特
定
株
式
等
譲
渡
対
価
等
の
支
払
を
す
る

も
の
」
と
あ
る
の
は
「
の
当
該
非
課
税
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
租
税
特
別

措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
」

と
、
同
条
第
二
項
中
「
特
定
株
式
等
譲
渡
対
価
等
の
支
払
を
す
る
際
」
と
あ

る
の
は
「
非
課
税
口
座
の
廃
止
の
際
」
と
、
第
四
十
七
条
の
十
八
中
「
年
の

翌
年
の
一
月
十
日
（
令
第
九
条
の
二
十
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
）
」
と
あ
る
の
は
「
月
の
翌
月
十
日
」
と
す

る
。

第
十
二
条
の
三
の
四
・
第
十
二
条
の
三
の
五

略

第
十
二
条
の
三
の
三
・
第
十
二
条
の
三
の
四

略

（
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
県
民
税
の
課
税
の
特
例
）

第
十
二
条
の
三
の
六

当
分
の
間
、
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年

中
に
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
、

譲
渡
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得

及
び
雑
所
得
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三

十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
当
該
事

業
所
得
の
金
額
、
譲
渡
所
得
の
金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額
と
し
て
令
第
十
八

条
の
六
の
四
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特

定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
特
定
暗

号
資
産
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所

得
等
の
金
額
（
次
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
三

十
四
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
を
い
う

。
）
の
百
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
に
相
当
す
る
県
民
税
の
所
得
割
を
課
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
の

計
算
上
生
じ
た
損
失
の
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
県
民
税
に
関
す
る
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
損
失
の
金
額
は
生
じ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

所
得
割
の
課
税
標
準
の
計
算
上
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
所
得
税

法
第
六
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十

八
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

二

第
三
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
総
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
、
「
総
所
得
金
額
、
附
則
第
十
二
条
の
三
の
六
第
一
項
に
規

定
す
る
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

三

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
附

則
第
四
条
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
前
段
、
第
三
十
六
条
の
三

及
び
第
三
十
六
条
の
四
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

及
び
附
則
第
十
二
条
の
三
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割

の
額
」
と
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の

は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
三
の
六
第
一
項
に
規
定
す

る
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同
項
後
段
及
び
同

条
第
二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
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十
二
条
の
三
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計

額
」
と
、
附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
中
「
所
得

割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
三
の
六

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
四
条
の
三

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条

の
三
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と

す
る
。

四

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
適
用
し

た
場
合
の
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額

並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
三
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得

割
の
額
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林

所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
三
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
暗

号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
二
条
の
三
の
六
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。

（
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
損
失
の
繰
越
控
除
）

第
十
二
条
の
三
の
七

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
の
前
年
前
三
年
内
の

各
年
に
生
じ
た
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
損
失
の
金
額
（
こ
の
項
の
規
定

に
よ
り
前
年
前
に
お
い
て
控
除
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
は
、
当
該
特
定
暗

号
資
産
に
係
る
譲
渡
損
失
の
金
額
の
生
じ
た
年
の
末
日
の
属
す
る
年
度
の
翌

年
度
の
県
民
税
に
つ
い
て
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
損
失
の
金
額
の
控
除

に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提

出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
後
の
年
度
分
の
県
民
税
に
つ
い
て
連
続
し
て

当
該
申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
県
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達

さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
を
提
出
し
て
い
る
と
き
に

限
り
、
前
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
十
八
条
の
六
の
五

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
納
税
義
務
者
の
同
項
に
規
定
す
る
特
定
暗
号
資
産
に

係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
を
限
度
と
し
て
、
当
該
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲

渡
所
得
等
の
金
額
の
計
算
上
控
除
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
損
失
の
金
額
と
は
、
同
項

に
規
定
す
る
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第
三

十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
暗
号
資
産
の
同
項
に
規
定
す
る
譲
渡

を
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
失
の
金
額
と
し
て
令
附
則
第
十
八
条
の
六
の

五
第
二
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
の
う
ち
、
当
該
納
税
義

務
者
の
当
該
譲
渡
を
し
た
年
の
末
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
県
民
税
に

係
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額

の
計
算
上
控
除
し
て
も
な
お
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
部
分
の
金
額
と
し

て
令
附
則
第
十
八
条
の
六
の
五
第
三
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た

金
額
を
い
う
。

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
計
算
し
た
金
額
（
」
と
あ
る
の
は
、
「
計
算
し

た
金
額
（
次
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の

金
額
。
」
と
す
る
。

（
軽
油
引
取
税
の
製
造
の
承
認
を
受
け
る
義
務
の
免
除
等
の
特
例
）

（
軽
油
引
取
税
の
製
造
の
承
認
を
受
け
る
義
務
の
免
除
等
の
特
例
）

第
十
八
条
の
九

略

第
十
八
条
の
九

略

２

特
例
対
象
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は

２

特
例
対
象
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
同
項
の
製
造
を
行
う
場
所
及
び
期
間
そ
の
他
の
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条

、
同
項
の
製
造
を
行
う
場
所
及
び
期
間
そ
の
他
の
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条

の
九
第
一
項

に
規
定
す
る
事
項
を
、
総
合
県
税
事
務
所
長
に
届
け
出
な

の
八
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
を
、
総
合
県
税
事
務
所
長
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

略

３

略

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
特
例
対
象
事
業
者
は
、
帳
簿
を
備
え

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
特
例
対
象
事
業
者
は
、
帳
簿
を
備
え

、
第
一
項
の
製
造
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
九

、
第
一
項
の
製
造
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
八

第
四
項

に
規
定
す
る
事
項
を
こ
れ
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
を
こ
れ
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

略

５

略

（
自
動
車
税
の
税
率
の
特
例
）

（
自
動
車
税
の
税
率
の
特
例
）

第
十
九
条

略

第
十
九
条

略

２

略

２

略
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３

次
に
掲
げ
る
自
動
車
に
対
す
る
第
百
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

３

次
に
掲
げ
る
自
動
車
に
対
す
る
第
百
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
が
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
が
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十

三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当

三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当

該
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
自
動
車
税
に

該
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
自
動
車
税
に

限
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字

限
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字

句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

一

略

一

略

二

天
然
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の

二

天
然
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し

規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し

て
定
め
ら
れ
た
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
排
出

て
定
め
ら
れ
た
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
排
出

ガ
ス
保
安
基
準
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
も

ガ
ス
保
安
基
準
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
も

の
に
適
合
す
る
も
の
又
は
同
号
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車

の
に
適
合
す
る
も
の
又
は
同
号
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車

基
準
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
」
と

基
準
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
」
と

い
う
。
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年

い
う
。
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年

天
然
ガ
ス
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い

天
然
ガ
ス
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い

も
の
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の

も
の
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の

三

略

三

略

（
表

略
）

（
表

略
）

４

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
営
業
用
の
乗
用
車
等
（
営
業
用
の
乗
用
車

４

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
営
業
用
の
乗
用
車
等
（
営
業
用
の
乗
用
車

及
び
乗
用
車
に
類
す
る
特
種
用
途
自
動
車
（
第
百
二
十
五
条
第
一
項
第
五
号

及
び
乗
用
車
に
類
す
る
特
種
用
途
自
動
車
（
第
百
二
十
五
条
第
一
項
第
五
号

ハ
⑴
の
特
種
用
途
自
動
車
の
う
ち
営
業
用
の
も
の
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以

ハ
⑴
の
特
種
用
途
自
動
車
の
う
ち
営
業
用
の
も
の
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
第
百
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
第
百
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ

、
第
四
号
イ
及
び
第
五
号
ハ
⑴
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
営
業
用

、
第
四
号
イ
及
び
第
五
号
ハ
⑴
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
営
業
用

の
乗
用
車
等
が
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

の
乗
用
車
等
が
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
令
和
八
年
度
分
の
自
動
車
税
に

間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
令
和
八
年
度
分
の
自
動
車
税
に

限
り
、
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

限
り
、
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

一

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

一

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
充
電
機
能
付
電
力
併
用
自
動
車
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち

る
充
電
機
能
付
電
力
併
用
自
動
車
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち

、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規

、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て

定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て

定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
四

定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
法
施
行
規
則
で
規
定
す
る
も
の
に
定

項
で
規
定
す
る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な

め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一

を
超
え
な

い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定

い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
同
項

の
規
定

に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定

に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定

め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
五
項

め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
法
施
行
規
則
で
規
定
す
る
も
の
に
定
め

で
規
定
す
る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い

る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一

を
超
え
な
い

も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ

も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ

ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第

ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第

百
五
十
一
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
以
下
こ
の

百
五
十
一
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
が
同
法
第
百
四
十

項
に
お
い
て
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
が
同
法
第
百
四
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造

事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
勘
案
し
て
法
施
行
規
則
附

事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
勘
案
し
て
法
施
行
規
則

則
第
五
条
の
二
第
六
項
で
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
以
下
こ
の

で
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
令

号
に
お
い
て
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
令

和
十
二
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定

和
十
二
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定

め
ら
れ
た
も
の
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
令
和
十
二
年
度
基
準
エ

め
ら
れ
た
も
の
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
令
和
十
二
年
度
基
準
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値

以
上
か
つ
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
令
和
二
年
度
以
降
の
各

以
上
か
つ
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
令
和
二
年
度
以
降
の
各

年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
次
号

年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
次
号

及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と

及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と

い
う
。
）
以
上
の
も
の
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
七
項
で
規
定

い
う
。
）
以
上
の
も
の
で
法
施
行
規
則

で
規
定

す
る
も
の

す
る
も
の

二

石
油
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
道
路
運
送
車
両

二

石
油
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
道
路
運
送
車
両

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適

用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
法
施
行

用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
法
施
行

規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
八
項
で
規
定
す
る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物

規
則
で
規
定
す
る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一

の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
同
法

を
超
え
な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
同
項

第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用

の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
法
施
行
規

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
法
施
行
規
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則
附
則
第
五
条
の
二
第
九
項
で
規
定
す
る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の

則
で
規
定
す
る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一

値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が

を
超
え
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が

令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得

令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得

た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の

た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の

で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
十
項
で
規
定
す
る
も
の

で
法
施
行
規
則

で
規
定
す
る
も
の

三

軽
油
自
動
車
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定

三

軽
油
自
動
車
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定

に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定

め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
十
一

め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
法
施
行
規
則
で
規
定
す
る
も
の
又
は
同

項
で
規
定
す
る
も
の
又
は
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成

項

の
規
定
に
よ
り
平
成

二
十
一
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た

二
十
一
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た

排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
十
二
項
で
規
定

排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
法
施
行
規
則
で
規
定
す
る
も
の
に

す
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和

適
合
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和

十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数

十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数

値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
法

値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
法

施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
十
三
項
で
規
定
す
る
も
の

施
行
規
則

で
規
定
す
る
も
の

５

略

５

略
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「地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例案」について 

（議案第１３６号） 
 

税務課  
 

１ 改正理由 

  地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令（令和８年総務省令第３８号）の

施行により、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正内容 

⑴  事業税の課税免除の対象となる特別償却設備について、特定業務児童福祉施設のうち特定業務施設の新設に併

せて整備されるものの用に供する減価償却資産を除くこととする。（第２条関係） 

 

 

 

⑵ 固定資産税の課税免除及び不均一課税の対象となる大規模の償却資産について、所得税法施行令（昭和４０年政

令第９６号）第６条第１号から第３号まで又は法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第１３条第１号から第

３号までに掲げるものに限ることとする。（第４条関係） 

   

   

 

３ 施行期日 

この条例は、公布の日から施行する。 

所得税法施行令第６条／法人税法施行令第１３条 

第１号：建物及びその附属設備  ※償却資産の対象となる建物附属設備が対象 

第２号：構築物（土地に定着する土木設備または工作物） 

第３号：機械及び装置 

特別償却設備      ：特定業務施設の用に供する減価償却資産（建物、建物附属設備、機械装置等）のうち取得価額の合計額が一定額以 

上のもの 

特定業務施設（本社機能）：調査及び企画、情報処理、研究開発、国際事業並びにその他管理業務部門の事務所、研究所又は研修所 

特定業務児童福祉施設  ：特定業務施設の従業員の児童に係る保育所 
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地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
及
び
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

新

旧

（
事
業
税
の
課
税
免
除
）

（
事
業
税
の
課
税
免
除
）

第
二
条

認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
方
活
力
向
上
地
域
内
に

第
二
条

認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
方
活
力
向
上
地
域
内
に

お
い
て
、
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
六
の
地
方
公
共
団
体
等
を
定
め
る
省
令

お
い
て
、
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
六
の
地
方
公
共
団
体
等
を
定
め
る
省
令

（
平
成
二
十
七
年
総
務
省
令
第
七
十
三
号
。
次
条
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い

（
平
成
二
十
七
年
総
務
省
令
第
七
十
三
号
。
以
下

「
省
令
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
一
号
の
認
定
事
業
者
で
あ
っ
て
、
同
号
に
規
定
す
る
特
定

う
。
）
第
二
条
第
一
号
の
認
定
事
業
者
で
あ
っ
て
、
同
号
に
規
定
す
る
特
定

業
務
施
設
整
備
計
画
（
次
条
に
お
い
て
「
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
」
と
い

業
務
施
設
整
備
計
画
（
以
下
「
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画

」
と
い

う
。
）
の
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
の
翌
日
以
後
三
年
を
経
過
す
る
日
（

う
。
）
の
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
の
翌
日
以
後
三
年
を
経
過
す
る
日
（

同
日
ま
で
に
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定

同
日
ま
で
に
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定

を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
取
り
消
さ
れ
た
日
の
前
日
）
ま
で
の
間
に

を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
取
り
消
さ
れ
た
日
の
前
日
）
ま
で
の
間
に

同
号
に
規
定
す
る
特
別
償
却
設
備
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。
）

同
号
に
規
定
す
る
特
別
償
却
設
備
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。
）

を
設
置
し
た
も
の
が
行
う
事
業
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
当

を
設
置
し
た
も
の
が
行
う
事
業
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
当

該
税
額
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
税
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め

該
税
額
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
税
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め

る
額
を
減
額
す
る
。

る
額
を
減
額
す
る
。

一

事
業
を
行
う
法
人
が
特
別
償
却
設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す

一

事
業
を
行
う
法
人
が
特
別
償
却
設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す

る
事
業
年
度
か
ら
当
該
事
業
の
用
に
供
し
た
日
か
ら
三
年
以
内
に
終
了
す

る
事
業
年
度
か
ら
当
該
事
業
の
用
に
供
し
た
日
か
ら
三
年
以
内
に
終
了
す

る
事
業
年
度
ま
で
の
各
事
業
年
度
の
所
得
又
は
収
入
金
額
に
対
す
る
事
業

る
事
業
年
度
ま
で
の
各
事
業
年
度
の
所
得
又
は
収
入
金
額
に
対
す
る
事
業

税

当
該
所
得
又
は
収
入
金
額
の
う
ち
当
該
特
別
償
却
設
備
（
地
域
再
生

税

当
該
所
得
又
は
収
入
金
額
の
う
ち
当
該
特
別
償
却
設
備

法
第
五
条
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
特
定
業
務
児
童
福
祉
施
設
の
う
ち

同
号
に
規
定
す
る
特
定
業
務
施
設
の
新
設
に
併
せ
て
整
備
さ
れ
る
も
の
の

用
に
供
す
る
減
価
償
却
資
産
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る

に
係
る

も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
秋
田
県
県
税

も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
秋
田
県
県
税

条
例
（
昭
和
二
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
四
号
。
以
下
「
県
税
条
例
」

条
例
（
昭
和
二
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
四
号
。
以
下
「
県
税
条
例
」

と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
（
県
税
条
例
附
則
第
十
四
条
の
二
の
二
の
規
定

と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
（
県
税
条
例
附
則
第
十
四
条
の
二
の
二
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
税
率
を

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
税
率
を

乗
じ
て
得
た
額

乗
じ
て
得
た
額

二

略

二

略

（
固
定
資
産
税
の
課
税
免
除
及
び
不
均
一
課
税
）

（
固
定
資
産
税
の
課
税
免
除
及
び
不
均
一
課
税
）

第
四
条

認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
方
活
力
向
上
地
域
内
に

第
四
条

認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
方
活
力
向
上
地
域
内
に

お
い
て
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
取
得
し
た
特
別
償
却
設
備
で
あ
る

お
い
て
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
取
得
し
た
特
別
償
却
設
備
で
あ
る

大
規
模
の
償
却
資
産
（
県
税
条
例
第
百
六
十
四
条
に
規
定
す
る
大
規
模
の
償

大
規
模
の
償
却
資
産
（
県
税
条
例
第
百
六
十
四
条
に
規
定
す
る
大
規
模
の
償

却
資
産
を
い
い
、
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
第

却
資
産
を
い
い
、

六
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
又
は
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令

第
九
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ

て
公
示
日
以
後
に
取
得
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

公
示
日
以
後
に
取
得
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
対
し
て
は
、
当
該
大
規
模
の
償
却
資
産
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
（
そ

）
に
対
し
て
は
、
当
該
大
規
模
の
償
却
資
産
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
（
そ

の
日
が
一
月
一
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
前
日
）
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
四

の
日
が
一
月
一
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
前
日
）
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
四

月
一
日
を
初
日
と
す
る
年
度
か
ら
三
年
度
間
に
限
り
固
定
資
産
税
を
課
さ
な

月
一
日
を
初
日
と
す
る
年
度
か
ら
三
年
度
間
に
限
り
固
定
資
産
税
を
課
さ
な

い
。

い
。

２

略

２

略
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